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積
雪
時
に
は
、
地
下
消
火
栓
の
ふ
た

が
雪
の
下
に
隠
れ
、
消
火
活
動
に
支
障

が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
消
防
職
員

や
地
元
の
消
防
団
員
が
除
雪
を
し
て
い

ま
す
が
、
管
内
の
消
火
栓
を
一
斉
に
除

雪
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。

近
く
に
消
火
栓（
特
に
地
下
消
火
栓
）

が
あ
る
場
合
は
、
家
の
周
り
の
除
雪
と

併
せ
て
、
消
火
栓
上
の
除
雪
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

M
生
活
環
境
課
　
0
2
2
―
1
3
1
4

Ｊ
Ｒ
東
日
本
で
は
、
新
幹
線
の
信
号

シ
ス
テ
ム
取
り
替
え
に
伴
う
装
置
の
動

作
確
認
の
た
め
、
以
下
に
よ
り
試
運
転

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

試
験
期
間
中
、
沿
線
の
皆
様
に
は
何

か
と
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
趣

旨
を
ご
高
察
の
上
、
ご
理
解
・
ご
協
力

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
試
験
区
間

那
須
塩
原
駅
〜
仙
台
駅
間

●
試
験
期
間

1
月
19
日（
木
）〜
7
月
30
日（
日
）

日
・
木
曜
日
夜
か
ら
翌
日
に
か
け
て

●
試
験
時
間

0
時
〜
5
時
30
分
ご
ろ
ま
で

M
東
日
本
旅
客
鉄
道（
株
）仙
台
支
社

総
務
部
企
画
室

0
0
2
2
―
2
6
6
―
9
6
0
1

入
所
希
望
の
保
護
者
の
方
は
、
関
係

書
類
を
添
え
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、『
広
報
し
ろ
い
し
』
平

成
17
年
12
月
号
（
18
ペ
ー
ジ
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
お
よ
び
受
付
時
間

1
月
5
日（
木
）〜
16
日（
月
）、

8
時
30
分
〜
17
時（
月
〜
金
）

●
受
付
場
所

子
ど
も
家
庭
課
（
市
庁
舎
1
階
）

※
1
月
14
日
・
15
日
（
土
・
日
）
も

9
時
か
ら
15
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

M
子
ど
も
家
庭
課
保
育
係

0
2
2
―
1
3
6
3

認
知
症
高
齢
者
の
介
護
は
、
と
て
も

大
変
で
す
。
介
護
し
て
い
て
の
悩
み
や

苦
労
を
み
ん
な
で
話
し
合
い
ま
せ
ん
か
。

●
日
時

1
月
17
日（
火
）13
時
〜
15
時

●
場
所

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー

●
対
象
者

認
知
症
高
齢
者
の
家
族
の

方
、
そ
の
ほ
か
関
心
の
あ
る
方
な
ら

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。

●
内
容

座
談
会

M
介
護
老
人
保
健
施
設
清
風

0
2
2
―
2
1
1
0

基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

（
福
岡
蔵
本
字
茶
園
62
―
1
）

0
2
2
―
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　は問い合わせ先です�

平
成
17
年
10
月
31
日
か
ら
全
国
共
通

電
話
番
号
の
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
」

が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
ね
ん
き

ん
ダ
イ
ヤ
ル
」
は
年
金
請
求
や
年
金
を

受
け
て
い
る
方
か
ら
の
電
話
相
談
で
す
。

●
年
金
請
求
な
ど
に
関
す
る
相
談

0
0
5
7
0
―
0
5
―
1
1
6
5

●
年
金
受
給
し
て
い
る
方
か
ら
の
相
談

0
0
5
7
0
―
0
7
―
1
1
6
5

●
受
付
時
間
（
平
日
）

午
前
8
時
30
分
〜
17
時

■
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
あ
な
た
自
身
の
た
め
に
も
将
来
生

活
を
支
え
て
く
れ
る
強
い
味
方
で
あ
る

国
民
年
金
を
正
し
く
理
解
し
、
加
入
手

続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

■
お
知
ら
せ

宮
城
社
会
保
険
事
務
局
・
社
会
保
険

事
務
所
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
社
会
保
険
事
務
局
と
委
託
契
約
を

し
て
い
る
業
者
が
平
日
だ
け
で
は
な

く
、
土
曜
日
、
日
曜
日
や
夜
間
に
電
話

に
よ
る
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
の
ご

案
内
（
納
付
督
励
）
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
社
会
保
険
事
務
所
職
員
や
国
民

年
金
推
進
員
が
直
接
、
皆
様
の
ご
自
宅

に
伺
っ
て
ご
案
内
や
届
け
出
の
相
談
、

保
険
料
の
徴
収
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
お
電
話
で
は
、
個
人
情
報
（
ご
家
族

の
勤
務
先
や
口
座
番
号
な
ど
）
を
お
尋

ね
す
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
は
厳
格
な
安

全
管
理
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。
不
審

者
や
電
話
に
よ
る
照
会
で
は
、
そ
の
場

で
即
答
せ
ず
相
手
の
所
属
と
氏
名
、
連

絡
先
な
ど
を
聞
き
取
り
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
そ
の
ほ
か
、
国
民
年
金
に
関
す
る

お
問
い
合
わ
せ
は
最
寄
り
の
社
会
保
険

事
務
所
ま
た
は
、
市
窓
口
へ
。

M
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原
事
務
所
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市
民
課
国
民
年
金
相
談
係

0
2
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―
1
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
今
年
も
市
民
の
皆
様
が
安
全

で
快
適
な
生
活
を
送
れ
ま
す
よ
う
、

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
気
軽

に
来
所
く
だ
さ
い
。

昨
年
は
全
国
的
に
悪
質
商
法
が
目

立
ち
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
当
市
に

お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
ト
ラ
ブ

ル
が
多
数
発
生
し
て
い
ま
す
。
シ
ロ

ア
リ
工
事
、耐
震
診
断
・
耐
震
工
事
、

給
排
水
工
事
、
下
水
掃
除
、
空
き
店

舗
で
の
Ｓ
Ｆ
商
法
、
布
団
・
健
康
食

品
の
訪
問
販
売
、
展
示
商
法
な
ど
で

す
。業

者
は
プ
ロ
で
す
。
あ
の
手
こ
の

手
で
消
費
者
を
だ
ま
し
、
契
約
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
不
要
な
商
品
は
、

は
っ
き
り
「
い
ら
な
い
」
と
断
り
ま

し
ょ
う
。
相
手
は
プ
ロ
で
す
か
ら
、

恐
怖
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
と
き
は
、
い
っ
た
ん
契

約
し
た
ら
す
ぐ
に
、
当
相
談
室
に
来

ま
し
ょ
う
。

契
約
（
申
込
期
日
、
書
面
受
取
日
）

を
含
め
て
8
日
間
以
内
で
あ
れ
ば
、

無
条
件
解
約（
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
）

が
可
能
で
す
。
ま
た
、
8
日
間
を
過

ぎ
て
い
て
も
、「
い
ら
な
い
」
と
言

っ
た
の
に
聞
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た

り
、
無
理
や
り
脅
さ
れ
た
り
と
い
っ

た
行
為
が
あ
れ
ば
、
解
約
が
可
能
に

な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
あ
き
ら
め

ず
、
悪
質
業
者
に
負
け
な
い
強
い
消

費
者
に
な
る
こ
と
が
住
み
良
い
白
石

と
な
り
ま
す
。
こ
と
わ
ざ
に
「
一
年

の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
あ
る
よ
う

に
、
今
年
は
当
市
に
悪
質
業
者
が
来

な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
悪
質
業
者
と

契
約
し
な
い
よ
う
「
必
要
な
い
」
を

は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
を
目
標
に
頑

張
り
ま
し
ょ
う
。

昨
年
の
11
月
ご
ろ
か
ら
架
空
請
求

の
は
が
き
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
連

絡
は
絶
対
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
後

日
の
振
り
込
め
詐
欺
に
つ
な
が
り
ま

す
。
最
近
多
い
架
空
請
求
の
タ
イ
ト

ル
は
「
民
事
訴
訟
最
終
通
告
書
」
や

「
司
法
処
分
出
廷
要
請
最
終
通
知
書
」

な
ど
で
す
。
50
代
、
60
代
の
方
は
特

に
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。
不
安
な

方
は
当
相
談
窓
口
、
ま
た
は
、
最
寄

り
の
警
察
署
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

D o you know?

く
ら
し
の�
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ン
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「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」

〜
高
齢
者
を
狙
う
悪
質
業
者
〜

G
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
消
費
生
活
相
談
室

0
２
２
―

０
７
８
３

（
相
談
日
　
月
・
水
・
金
９
時
〜
16
時
）

お
　
な
　
や
　
み

年
金
請
求
や
年
金
受
給
中
の
お
問
い
合
わ
せ
は
…

〜
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
で
〜

国
税
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は

「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
へ

消
火
栓
の
除
雪
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

新
幹
線
走
行
試
験
の
ご
協
力
に
つ
い
て

平
成
18
年
度
保
育
園
入
所
受
け
付
け

を
開
始
し
ま
す

「
認
知
症
高
齢
者
家
族
の
つ
ど
い
」

の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
は
、
有
権

者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
毎
年
1

月
1
日
現
在
で
調
製
さ
れ
ま
す
。
次
の

条
件
に
該
当
す
る
方
は
、
平
成
18
年
1

月
1
日
現
在
の
状
況
を
、「
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
登
載
申
請
書
」
に

記
入
押
印
し
て
、
1
月
10
日
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
選
挙
権
を
有
す
る
方

市
内
に
住
所
を
有
し
、
年
齢
満
20
歳

（
昭
和
61
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
）
以
上
の
方
で
、
次
の
要
件
を
備

え
る
方

①
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
方

②
そ
の
方
の
同
居
の
親
族
（
6
親
等
内

の
血
族
ま
た
は
3
親
等
内
の
姻
族
）
ま

た
は
そ
の
配
偶
者
で
あ
っ
て
年
間
に
お

お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

③
10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作

の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
の
組
合

員
ま
た
は
社
員
で
年
間
に
お
お
む
ね
60

日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
方

登
載
申
請
書
の
提
出
が
な
い
場
合

は
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
に

登
載
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
投
票
や
リ
コ

ー
ル
請
求
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

登
載
申
請
書
は
、
農
業
委
員
会
協
力

員
（
自
治
会
長
な
ど
）
が
12
月
下
旬
に

配
布
し
1
月
上
旬
に
回
収
し
ま
す
。

1
月
上
旬
ま
で
に
申
請
書
が
届
か
な

い
場
合
や
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
農
業
委

員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

・
縦
覧
期
間

2
月
23
日
〜
3
月
9
日
（
15
日
間
）

・
縦
覧
場
所

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
庁

舎
4
階
）

M
農
業
委
員
会
事
務
局
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平
成
17
年
12
月
1
日
か
ら
仙
台
国
税

局
税
務
相
談
室
局
室
・
仙
台
中
分
室
が

「
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
に
移
行
し
ま

し
た
。
県
内
の
税
務
署
ま
た
は
税
務
相

談
室
あ
て
に
電
話
で
お
寄
せ
い
た
だ
く

国
税
に
関
す
る
ご
質
問
や
ご
相
談
は
、

音
声
案
内
に
よ
り
、「
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
」
へ
お
つ
な
ぎ
し
ま
す
。
お
か
け

に
な
っ
た
税
務
署
な
ど
ま
で
の
通
話
料

金
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

相
談
時
間
は
、
休
日
を
除
く
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
の
9
時
か
ら
17
時
ま
で
で

す
。
休
日
や
夜
間
は
、
24
時
間
い
つ
で

も
ご
利
用
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
　http://w

w
w
.taxansw

er.
nta.go.jp

）、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0

0

2
2
―
2
6
3
―
2
2
9
9
）
に
よ
る

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

M
大
河
原
税
務
署
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仙
台
国
税
局
税
務
相
談
室
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農
業
委
員
会
選
挙
人
名
簿
登
録
申
請
に
つ
い
て

Ｑ

私
は
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
ま
す
が
、
申
告
は
必

要
で
す
か
？

Ａ

国
民
健
康
保
険
税
は
、
前
年
の
所
得

な
ど
に
よ
り
税
額
が
決
定
さ
れ
る
ほ
か
、

所
得
が
基
準
額
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は

軽
減
を
受
け
ら
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
告
が
な
い
と
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
所
得
の
な
い
方
も

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
前
年
中
に
支
払
っ
た
国
民
健
康

保
険
税
は
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、
控
除
を
受
け
る
方
は
領
収

証
（
口
座
振
替
の
方
は
通
帳
な
ど
、
引
き

落
と
し
金
額
の
わ
か
る
も
の
）
を
必
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務

者
は
世
帯
主
と
な
り
ま
す
が
、
控
除
は
実

際
に
支
払
っ
た
方
が
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
国
民
健
康
保
険
税
は
納
税
義
務
者

で
あ
る
世
帯
主
に
対
す
る
課
税
と
な
っ
て

い
る
た
め
、
被
保
険
者
ご
と
の
税
額
を
証

明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）。

M
税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
係
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国保税�Ｑ＆Ａ�

10月～11月に開催された防災懇談会を受けて、越河9区
自治会が自主防災組織
を設立しました。
12月4日、越河9区集

会所において設立総会
が開催され、地域での
防災活動の第1歩を踏
み出しました。

越河9区自治会で自主防災組織を設立

11月8日、東松島市において開催された第28回青少年健
全育成みやぎ県民のつど
いにおいて、「青少年の
ための白石市民会議」が、
これまでの活動を評価さ
れ、県内で唯一、社団法
人青少年育成国民会議会
長表彰を受賞しました。

第28回青少年健全育成みやぎ県民のつどいで
「青少年のための白石市民会議」が表彰されました


